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Ⅰ　序
　犯罪、少なくとも結果犯の成立には、結果（法益侵害あるいはその危険）

の発生が必要であり、「結果」と行為の結びつきを検討するのが刑法における

因果関係論の役割である。結びつきの確認方法には諸説あるが、行為と結果

が因果関係判断の基盤であることに変わりはない（１）。そしてドイツにおいて

もわが国においても、因果関係論における結果の記述については、「構成要件

上重要な事情について具体的に把握する」との説明でほぼ一致する。

　いわゆる「具体的結果観」が主流となった背景には、因果関係論における

コンディティオ公式がある（２）。たとえば、行為者が被害者を射殺したという

ケースで、結果を単に「人の死」と規定したとしよう。被害者が人間である

以上、いずれ死亡することは確実であるから、行為なくとも結果（被害者の死）

があり、それゆえに当該行為について因果関係は否定される。斯様な結論は

あまりに妥当性を欠き、受け入れ難い。それ故、被害者の死因や死亡時刻等

を結果規定に取り込むことで、「当該行為がなければ、被害者の、まさに具体

的な形態における死は生じなかった」と説明するのである。しかし具体的結

果観は、如何なる場合にどの程度結果を具体化するのか、明確な答えを示し

ておらず、それ故に「因果関係を肯定するための」結果の具体化がなされうる、

という批判を免れない。

「法益客体の不利益変更」としての結果の規定（一）
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　近時、具体的結果観に対する批判を回避するため、具体化の基準を明確に

示そうとする見解が主張されている。しかしこれらの見解も各々に問題を抱

えており、結果の規定方法については、いまだ十分な議論が尽くされている

とは言い難い。では、我々は結果をいかに把握し、規定すべきか。因果関係

論における結果とは、世界に存在する無数の事象の「ある一点」である。そ

して同時に、たとえば「人が死亡している」といった単なる状態ではなく、「生

きていた人が死亡した」という変化、しかも人の行為に起因する変化として

把握されねばならない。そうであれば、結果を切り取る際に、結果発生に至

る経緯の中で構成要件的に重要な事情を考慮する、という具体的結果観の手

法は尤もであるようにも思われる。しかし結果発生に関与した事情のうち、

「構成要件的に重要なもの」と「それ以外」を区別する際、我々は既に、行為

と結果が自然科学的法則性のみならず、場合によっては刑法的な評価に基づ

いてもまた結びついていることを認識しているのではなかろうか。そうであ

れば、行為と結果の間の結びつきは、因果関係論を待たずに結果規定の段階

で判断されうるのではないか。行為と結果はあくまで刑法的評価の始点と終

点であり、それらが結びついていることを確認するためには、因果判断を待

たねばならない。本稿は、因果関係を先取りする具体的結果規定の問題点に

ついて指摘し、より適切な結果規定の提示を目指すものである。

Ⅱ　具体的結果観
１．抽象的結果観と具体的結果観

　因果関係論における結果の規定に関して、かつて抽象的結果観と具体的結

果観の二説が主張された（３）。双方の結果規定方法は、因果関係論における条

件説（等価説）、およびコンディティオ公式と関連して主張されたものである。

等価説は、結果発生に寄与した必要条件の全てが、結果に対して同等の価値

を持つと考える。しかしこの等価説とコンディティオ公式が組み合わさると、

たとえばＡが花瓶に彩色を施し、その花瓶がＢによって破壊された場合（花
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瓶事例）、Ａの彩色を「（無地ではなく）彩色された花瓶の破壊」という器物

損壊結果の原因として位置づけることが可能となってしまう。

　斯様な結論を回避するため、「まさに同一の結果」ではなく、結果にかかわ

る事象をある程度抽象化して「その種の結果」を扱うべきと主張したのが抽

象的結果観である。抽象的結果観によれば、「一つの具体的な条件が、完全に

具体的な結果を惹起したかどうか（４）」は全く重要でなく、法的観点の下での

事象の抽象化が重要であるという。破壊された花瓶に彩色が施されていたと

いう事情は、美的観点の下ではともかく、刑法的観点の下では重要でない。

それゆえ、行為の因果性をコンディティオ公式に基づいて判断する際には、

現実の結果を法的観点から一定の抽象的結果カテゴリーに分類し、「行為がな

かった場合にも、なお具体的結果は抽象的な結果カテゴリーに属したと思わ

れるか（５）」を問わねばならない。彩色された花瓶の破壊という具体的結果は、

未だ「花瓶の破壊」という結果カテゴリーに属するであろう。花瓶の彩色行

為を差し引いて考えても、抽象的結果が抜け落ちないが故に、彩色者Ａは、

法的観点の下では花瓶の破壊に対する原因ではない。

　確かに、結果をカテゴリー分けして抽象的に把握すれば、「花瓶に彩色する

行為」といった些細な条件を原因から排除することが可能である。しかしこ

の結果観には問題がある（６）。まず、抽象的結果観のいう「結果カテゴリー」

の内容が不明である。彼らは、抽象化に際して「時、場所、行為の種類に関

する具体的な諸要素（７）」を含む構成要件をその基準とするが、これは結局の

ところ、後述する具体的結果観の具体化基準、すなわち「構成要件上重要な

事情」と同じなのではないか。更に、殺人事件の結果を単に「被害者の死」

と規定すると、行為が無くともいずれ被害者の死が生じたことに間違いない

以上、殺人行為の因果性は否定される。抽象的結果観によれば、行為がなく

とも同一カテゴリーに含まれる結果を発生させうる代替原因が存在する事案

において、当該行為の因果性を否定せざるを得ない。しかし抽象的結果観の

論者らはこの結論を支持しない。彼らは、結果を常にカテゴリー分けするの
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ではなく、問題となる行為が因果経過を法的に重要な方法によって「変更し

なかった」場合にのみ結果を抽象化し、そうでなければ結果を具体的に把握

すべきと考えた（８）。斯様な区別を行うには、「法的に重要な方法による変更の

有無」の判断基準が重要になると思われるが、この点につき、たとえばトレー

ガーは個別具体的に判断されると述べるにとどめた。加えて、問題となる行

為が因果経過を法的に重要な方法によって変更しなかったことを確認する

際、結果規定前に「行為なければ法的に重要な変更なし」という因果性判断

が行われると思われる。このように、抽象的結果観には抽象化基準の不明確

さ、および因果性判断と結果規定の混乱が見られるのである（９）。

　抽象的結果観に対して、ミュラーは、抽象的に定義された結果ではなく具

体的な結果に対する態度の原因性について問うべきとし、具体的結果観を主

張した（10）。ただし結果を具体的に把握するとはいえ、世界のあらゆる事象が

結果として記述されるわけではない。ミュラーによれば、世界の総体的事情

の中から結果を切り出す際に、法的観点に基づいて、構成要件上重要な付随

事情とそれ以外の事情が区別されねばならない。そしてこの区別を行えば、

「花瓶への彩色」といった些細な事情は、抽象的結果観によらずとも排除しう

るという。しかしミュラーの関心は、法的観点に基づいて些細な事情の因果

性を排除することよりもむしろ、事実連関としての因果性判断を維持するこ

とにあったと思われる。というのは、彼はここで区別すべき事情をあくまで

法的に関心のある「事実」に限定しており、因果性判断において、類似した、

あるいはより重大な結果を惹き起こすであろう仮定的経過の考慮を取り込む

べきではない、と述べるのである（11）。因果関係を事実的関係として把握する

以上、因果性判断の対象たる結果についても、「その種の結果」ではなく、「ま

さにその結果」を要求したのであろう。

　現在のドイツでは、具体的結果観が通説的地位を占める（12）。具体的結果観

に立つ論者の多くは、構成要件的に重要な事情を加味して結果を切り取るこ

とで、結果発生に実際に関与したが重要ではない事情を因果性判断から排除
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する。その一方で、彼らは検討の対象を現実の事情に限定し、代替原因の存

在によって現実の事情の因果性が否定されるという結論を回避しようとす

る。しかしすでに述べた通り、結果記述に含まれた事情はすなわち「法的観

点から重要な事情」であって、それが現実のものである以上、結果との因果

関係が肯定される可能性は非常に高い。何が重要かを恣意的に決定しうると

すれば、ある行為について因果関係を肯定するため、ひいては処罰を科すた

めに結果規定を操作する、という事態に陥りかねない。それ故、具体的結果

観に立つ論者らは、その具体化の基準、つまり何が構成要件的結果にとって

重要な事情であるのかを明示する必要がある。

２．結果具体化の効果

（１）テーペルの見解　

　結果具体化の基準を詳細に検討した論者として、テーペルを挙げることが

できよう。テーペルは、ドイツにおける通説と同様、結果の発生した時間や

場所、死因といった情報を結果に取り入れる（13）。しかし、彼は常に結果を具

体化しようとするわけではなく、原則的に「構成要件を結果の基準として扱

い」、「結果を構成要件上重要な属性に鑑みてのみ規定する（14）」。テーペルによ

れば、結果具体化が必要とされる根拠は「複数の潜在的・侵害的要素から、

完全な因果連鎖を区別しうる程度に出来事を明確化する」こと、換言すれば

「その時々の結果が十分正確に、その同一性を確認されうること（15）」にある。

つまり結果の具体化はいわば例外であって、「代替原因の排除」を目的とし、

そしてそのためにのみ肯定されるのである。当然のことながら、結果に取り

込まれる事情は代替原因の排除を目的としたものに限られ（16）、「完全な因果連

鎖を区別しうる程度」以上の事情は重要でない具体化として排除される。

　以上のことから、テーペルの考える「結果」には二つの段階が存在するこ

とが分かる。では、テーペルは二つの結果を因果関係論において如何に扱う

のであろうか。彼の考える結果具体化の手順を見てみよう。まず、構成要件
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上重要な属性に鑑みた結果に基づいて、ある態度についてコンディティオ公

式を適用する（①）。当該態度について因果性が否定される（結果が抜け落ち

ない）場合、代替原因（17）についてコンディティオ公式を適用する。その際、

代替原因と結果との因果性が肯定されれば、代替原因が真の原因である（②）。

代替原因についても因果性が否定されるが、しかし原因と代替原因を共に差

し引けば因果性が肯定される場合は競合事例と見なされ、代替原因排除のた

めに結果が具体化される（③）。具体例に当てはめてみよう。花瓶事例におい

て、原因は花瓶の彩色、代替原因は花瓶を地面に投げつけること、結果は花

瓶の損壊であると仮定する。花瓶の彩色を差し引いても結果は抜け落ちない

が（①）、花瓶の投げ落としを差し引けば結果は生じなかったと思われ（②）、

花瓶事例における彩色は真の原因ではない（18）。それに対して、殺人犯が死刑

を執行されるまさにその瞬間、被害者の父親が執行人を押しのけて自ら執行

ボタンを押し、殺人犯が死亡したという死刑執行人事例において、原因を父

親の行為、代替原因を死刑執行人の行為、結果を殺人犯の死と仮定する。父

親と死刑執行人双方の行為を、各々単独で差し引いても結果は抜け落ちない

が（①、②）、双方を共に差し引けば結果は生じなかったと思われる。したがっ

て死刑執行人事例は競合事例であり、結果の具体化を要する（③）。なお、死

刑執行人事例は一般に「父親と執行人の行為のいずれによっても結果に差異

がないケース」として扱われる。しかしテーペルによれば、父親が死刑執行

人を「押しのけて、ボタンを押す」という動作のために、現実の経過と仮定

的経過にはほんの僅かとはいえ時間的相違が存在し、死刑執行人事例におい

てもコンディティオ公式に基づいて父親の態度の原因性を肯定しうるとい

う。双方の行為に僅かな時間的相違すらなかった場合は「択一的競合（二重

因果）」であり、因果性が否定される。死刑執行人事例に限らず、彼は択一的

競合の事例を「相互に不可分に結びついた諸々の因果的寄与のうち、その一

つについて、結果を明確に分類する可能性が欠如（19）」するケースとし、結果

の具体化によっても原因と代替原因を区別しえない以上、「区別の可能性の欠
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如が無罪判決の正当な根拠」となる、と考えている（20）。

　他の例を見てみよう。警告事例（背後からＢを攻撃せんとしているＣを見

つけたＡが、とっさに大声で警告を発したところ、Ｂが振り返り、その結果

攻撃はＢの後頭部ではなく側頭部に命中した）において、原因をＡによる警

告、代替原因をＣの攻撃、結果をＢの死と仮定した場合、警告を差し引いて

もＢの死は生じると思われるため、真の原因はＣの攻撃である。しかし仮に、

原因をＢの側頭部陥没（実際の攻撃箇所）、代替原因を頭頂部陥没（元々攻撃

が命中するはずであった箇所）とすると、どちらか一方を差し引いてもＢの

死は生じ、これを競合事例として結果を具体化するなら、具体的な結果（側

頭部陥没による死）に作用した警告行為もまた因果性が肯定される。つまり、

原因と代替原因の設定如何によって因果性の有無が左右されるのである。し

かし「それにもかかわらず、人は直感的に、Ｂの死に対する警告の原因性を

拒絶するであろう（21）」。テーペルは、この直感を根拠付けるため、「中間原因

（Zwischenursache）」という要素を持ち出す。中間原因とは、「吟味されるべき

要素によって惹き起こされ、そしてそれ自体が発生した結果に対して因果的

である」状況を意味する。そして「一般的に記述可能、かつ自然法則上重要

な属性によっては決して代替原因と区別されず、そしてその場所的時間的明

確性において代替原因の作用と異ならない結果に対して因果的であるような

中間原因」が存在する場合には、問題となる態度（中間原因）は結果記述に

含まれてはならない（22）。上述の警告事例でいえば、Ａの警告によって惹き起

こされ、かつＢの死という結果に対して因果的である「側頭部陥没」が中間

原因、その場合の代替原因が後頭部陥没となる。では、中間原因と代替原因

の区別は可能であろうか。法学・医学上、脳機能の停止は死として理解され、

「中間原因の実行に際しても、代替原因の実行に際しても、同じ時刻にＢの死」

が標示され、その死は「一般的に記述可能、かつ自然法則上重要な属性によっ

て」区別されえないと思われるがゆえに、具体的な陥没場所は「代替原因か

ら区別されえない中間原因である」。つまり、陥没箇所が頭頂部であろうと側



121 － 「法益客体の不利益変更」としての結果の規定（一）（濵本）

－ 134 －

頭部であろうと脳機能の停止による死という属性に変化はなく、またいずれ

の原因によっても、結果の場所的時間的変更は生じなかったと思われるがゆ

えに、中間原因たる「側頭部陥没」は結果記述に含まれない、というのである。

　では、警告事例においてＡの警告によりＢが身体を移動させ、よって死亡

場所が変更された場合はどうか。確かに結果の場所的変更はあるが、テーペ

ルは「因果領域」を理由にＡの因果性を否定する。因果領域とは、いわば因

果性を吟味する際の「背景事情」というべきものである。彼によれば、警告

事例においてＢが身体を移動させるのはＣの攻撃が命中するよりも前、つま

り中間原因の発生以前のことであり、中間原因の段階におけるＢの変動後の

身体の位置は、中間原因から結果発生に至る因果的説明においてすでに「背

景」へと後退し、議論の意味を失うのである（23）。

　以上のように、テーペルは事例ごとに「構成要件上重要な事情」を判断し、

これらを結果記述に取り込む。その限りで、彼の主張は通説的見解と大きく

異なるものではない（24）。ただし彼の見解は、具体化の根拠が代替原因の排除

にあると明示し、この排除に必要な限りでのみ具体化を行うという制限を設

けていること、そして「段階的」結果具体化を肯定することに特徴があると

思われる。結果は常に具体化されねばならないのか、また結果をどの程度具

体化するのかといった問題について、従来の見解は十分な考察を行ってこな

かった。更に、彼は因果経過の進行する段階で、「ある段階までに存在する事

情」が背景へと後退することを指摘する。それにより、段階ごとに再度「開

始状況」が設定され、たとえば「殺人犯の両親」等々といった事情が因果性

考察から排除されうることになる。彼の考察は注目に値すると思われるが、

しかしこの考察には幾つかの疑問が残される。

　第一に、テーペルの考える「代替原因」の選定基準が明確でない。この点

については彼自身も認識しており、一つの判例を基にかなり詳細な検討を

行っている。事案は以下のようなものである。盲腸の手術後、執刀した院外

医師（Belegarzt）は、患者が腹膜炎に罹っているかも知れない、と同僚から



広島法学　39 巻３号（2016 年）－ 120

－ 135 －

指摘される。しかしこの診断の正しさを示す十分な兆候が存在しなかったた

めに、院外医師は客観的に適切な術後の処置をすぐには指示しない。患者は

腹膜炎のために死亡した（25）。in dubio pro reoの原則から、院外医師が指摘を

受けた際に術後の処置を指示したとしても、患者は死亡したであろうという

ことから開始せねばならないが、患者はその場合、証拠法上十分な確実性を

もって、少なくとも１日長く生存したであろう。テーペルは本件において、

①術後の処置をしていれば腹腔内に存在する細菌を十分に減らすことができ

たが、新たに腸壁から細菌が侵入し、患者は死亡したであろう、というケー

スと、②既に腹腔内に致命的な程度の細菌が存在し、術後の措置によって新

たな菌の侵入と、それによる結果発生の加速のみを押さえ得たであろう、と

いうケースに分類する。そしてとりわけ②について、更に②－α）術後、更

に致死量の菌が侵入した場合、②－β）術後に侵入した菌は単独では致死量

に足りず、元々の菌と相まって結果発生を加速した場合の二つのケースを想

定している。上述したテーペルの結果具体化手順からして、①、②－α）に

ついては結果具体化を肯定しうるであろう。しかし②－β）についてはどう

であろうか。元々の細菌の量が患者の死にとって十分であり、後に侵入した

細菌だけでは患者は死亡しなかったと思われるなら、「患者の死」という結果

にとって真の原因は「元々存在した細菌のみ」である。彼はここでいったん

因果性を否定しながら、同時に「元々存在した細菌の残りの一部」を余計な

事情として扱うことで、「元々存在した細菌の一部」と「後に侵入した細菌」

が患者の死を惹起したと考え、因果性肯定の可能性をも示唆している（26）。つ

まり、全く同一の状況でも代替原因の設定如何によって因果性の成否が左右

されうることを認めるのである。複雑な事案であればあるほど「因果性を肯

定するために」代替原因を選定しうる、という可能性が大きくなると思われ

るが、しかし現実に裁判において因果関係が問題となるのは、まさに斯様な

複雑な事例なのではなかろうか。

　第二に、上述のとおりテーペルは、択一的競合（二重因果）事例において
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因果性を否定する根拠を、「相互に不可分に結びついた諸々の因果的寄与のう

ち、その一つについて、結果を明確に分類する可能性が欠如している点にあ

る」と説明した。確かに、複数行為者の各々が独立して、被害者に致死量か

つ同一の毒薬を盛ったという毒薬事例のように、複数の行為が現実の結果に

実現している場合には、それらの寄与が「相互に不可分に結びついて」いる

と考えることもできよう。しかしテーペルは、死刑執行人事例においても二

重因果を理由に因果性を否定した。執行人の行為が実現していない執行人事

例で、「相互に不可分」な寄与や「複数関与者の時間的同一性（27）」が認められ

うるのであろうか。少なくとも、代替原因が仮定的・潜在的なものに留まる

場合には、現実の行為から発生した結果と、代替原因から発生「するであろう」

仮定的結果を明確に分類しうるように思われる。

（２）ヒルゲンドルフの見解

　結果具体化により代替原因の排除を目指したテーペルに対して、ヒルゲン

ドルフは結果を具体化することで結果の因果的説明が有効なものになると考

えた。彼はまず、通説的地位を占める具体的結果観について、記述のための

一貫した基準が欠けていること、そしてこの点が従来全く注意を払われてこ

なかったことを指摘する（28）。彼によれば、具体的結果に何を記述すべきかと

いう問題は、「決して認識の問題ではなく、記述の決断に依存する（29）」が、一

般的言語習慣や法的解釈のルールでは、その決断の基準を示しえない。たと

えば攻撃された場所が側頭部か後頭部かという部位の違いは、一般的言語習

慣上重要か否かを明示し得ない。財産侵害においてどの程度の額であれば結

果記述に含まれるのかを構成要件的メルクマールから線引きを行うことは不

可能であるし、不良品の不回収を決定した取締役会の投票状況は不良品使用

による「傷害」結果に含むが、投票が行われた部屋の壁が何色かという情報

は含まないことの根拠も、刑法 223 条ａの条文から導かれない（30）。更に、少

なくとも判例は不作為犯に際して、行為と具体的結果との間の因果性を問題
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視するのではなく、「その時々の構成要件の公式化から判明するような、抽象

的結果」との因果性を検討している（31）。このように、具体的結果規定は具体

化の基準を明確に示しえず、またこの規定に対しては常に、任意の操作可能

性や結論先取が指摘されてきた。しかしこれらの問題は、具体化そのものが

不当であるが故に生じるのではなく、「支持に耐えうる因果概念」及び結果記

述のための「確認可能な基準」の欠如に起因するのだという（32）。

　では、ヒルゲンドルフは結果具体化に如何なる基準を用いるのか。彼によ

れば、「事情の確定と因果的説明は区別されるべき」であり、結果はその因果

的説明に先行して確定されねばならない。結果確定に際しては、現実の事情

のある側面が記述される必要があるが、如何なる事情を記述するかは「記述

者の関心に基づいて決定され」る。刑法上の結果を記述するのは法律家の役

割であり、法律家が事実の如何なる側面に関心を有すべきかは、立法者によっ

て、法的構成要件という形であらかじめ定められている。したがって、結果

記述の度合いは、第一次的には「法規範の文言から明らかになる」。具体的に

言えば、人が死亡したこと、他者の身体が侵害されたこと、ある器物が損害

されたことなどが、構成要件の記述に基づいて確定される（33）。

　結果を確定し、当該結果を因果的に説明するのが因果関係論の役割である

が、ヒルゲンドルフによれば結果記述の段階ですでに経験的合法則性を考慮

する必要があるという。たとえば「常にｐならばｑである」といったように、

先行条件と共同して結果を導くような法則性が明らかになるなら、結果は当

該法則における「ｑ（結論）」の下位事例として説明されるよう、正確に記述

されねばならない。そして因果的説明をより有効にするには、「説明されるべ

き事象がその同一性に関して、そして場所及び時間に関して、詳細に説明さ

れることを必要とする」。しかし同時に、結果記述は正確で、詳細であればあ

るほどよいというわけでもない。いわゆる「背景的要因」は大抵の場合、法

的に関心を持たれず、それゆえに因果的説明も必要としない（34）。

　ヒルゲンドルフは、結果記述のための最小限の基準として「構成要件メル
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クマールへ包摂可能である」、「因果的説明に使用される法則性の結論の下位

事例である」という二点を挙げたのであるが、結果の記述には更に修正、す

なわち追加的メルクマールを要する場合がある。というのは、法的構成要件

は「単に結果のタイプを記述するにすぎず」、結果規定について「明確な種類

と方法を提案する」ものではないためである。たとえば警告事例において、

ドイツ刑法 212 条の構成要件から導かれる結果のタイプは「殺害」であるが、

ここで法適用者が何を因果的に説明することに関心を有するかによって、結

果の記述は「頭蓋骨陥没」、「側頭部陥没」、「斧による頭蓋骨陥没」等々、様々

に修正される。それでは、法適用者は、警告事例において如何なる場合に警

告者Ａの行動に関心を持つのであろうか。ヒルゲンドルフによれば、ある人

物による何らかの行動を因果性の吟味に取り込むことは、当該行動について

「刑法上の免責が別の理由から明らかになっているわけではない場合にのみ、

合目的的」である。したがって、当該行動の非難可能性、更には「違法性と

責任に関する主観的構成要件」が吟味されねばならない（35）。たとえば警告事

例や花瓶事例において、Ａ（警告者／花瓶の彩色者）に故意や過失など、刑

法上の非難が明らかに欠ける場合、Ａの行動は、結果の因果的説明にとって

必要なしと判断され、それ故に結果記述から排除されることになる。

　それでは、「花瓶が後に、Ｂによって破壊されるであろうことをＡが実際に

知っており、かつそれを望んでいた（36）」場合、Ａの行為は如何に扱うべきか。

ここでヒルゲンドルフは、「実際に発生した法益侵害を促進するような、した

がって問題となる法益にとって不利益であるような結果修正のみ（37）」を、追

加的に結果記述に取り込むことを認める。花瓶の彩色の有無は、Ｂによる法

益侵害（花瓶の破壊）の程度に影響を及ぼさないがゆえに結果記述に含まれ

ない。そして「どの程度の修正を重要と評価するか」もまた、法適用者の価

値判断によるという（38）。

　彼の結果記述の要点をまとめると、以下のようになろう。第一に、法的構

成要件メルクマールに包摂可能であり、かつ因果法則の下位事例にあたる事
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情が結果として記述される。第二に、結果修正の要否が検討される。修正の

要件としては、①結果の修正として検討される事情によって、現実に発生し

た法益侵害が促進されたこと、②当該修正を惹き起こした者について、人的

な可罰性の前提が明らかには欠けていないこと、が挙げられる。何らかの事

情がこれら①、②の要件を満たす場合、当該事情は先に規定した結果を修正

する要件として結果記述に取り込まれることになる。

　ヒルゲンドルフは「法適用者が何を説明しようとしているか」という「法

適用者の関心」を基準としたのであるが、このような基準にも、やはり疑問

を禁じえない。無限の事実の中から結果を確定し、それを因果的に説明する

際に、法適用者の決断は重要であるし、またこの決断が、第一次的には立法

者によって明確化された法的構成要件に依拠すべきとする見解は納得のいく

ものである。しかしヒルゲンドルフは、結果の確定と結果の因果的説明を区

別すべきことを指摘しながら、結局は双方を混同してしまっている。たとえ

ば彼は、警告事例において攻撃者Ｃが斧を使用したとき、その斧をＣに貸し

与えたＤの存在について言及する。彼によれば、「Ｄが少なくとも過失で有罪

とされるべき場合にのみ」因果的説明において当該行為について言及するこ

とが有意義であり、それ故にＤは結果修正に含まれる、としている（39）。ここ

で仮に、警告者Ａにポケットティッシュを貸し与えたＥがいたとしよう。お

そらくヒルゲンドルフは、警告の時、Ａのポケットにティッシュが入ってい

たと因果的に説明することは無意味だと主張すると思われる。確かにＤの行

為とＥの行為は、法適用者の価値判断において全く重要度が異なるであろう。

しかしその「重要度が異なる」という判断は、どの段階で行われているのか。

Ｃの攻撃から結果発生に至る因果経過を前提としているからこそ、ＤとＥの

行為を価値的に区別しうるし、Ｄが過失で有罪とされるか否かが判明するの

ではないか（40）。このように、ある事情について「刑法上の免責が明らかになっ

ているわけではない場合にのみ」これを結果記述に取り入れるという基準は、

結局のところ結果発生に至る因果経過の総体的な評価を必要としており、彼
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自身の言う「結果と因果的説明の区別」と矛盾する。双方を混同したまま、

望ましい因果的説明を行うための結果規定を行うのであれば、当該因果的説

明において「処罰したい者」を結果に取り込み、因果性を肯定することにも

繋がりかねない（41）。これでは、従来の通説的見解に対して為されてきた、基

準が不明確であり、任意操作が可能であるとの批判を免れえないであろう。

（３）具体的結果規定と客観的帰属論

　ここまで、具体的結果の基準に関してテーペル及びヒルゲンドルフの主張

を検討したが、実際のところ、ヒルゲンドルフの指摘通り、具体的結果観に

立つ論者の多くは詳細な検討を加えることなく、かなり広範な結果具体化を

肯定する傾向にある（42）。たとえば具体的結果観に立つエンギッシュは、警告

事例におけるＡの警告行為について「当然に条件関係が認められる」として

いる（43）。ロクシンもまた、具体的結果観の立場から結果記述に含まれる事情

を「構成要件メルクマールの実現の、種類や方法、並びに時間・場所にとっ

て重要（44）」なものに限定する。しかし「因果性は第一の、しかし唯一ではな

い帰属の前提である」ことを理由に、彼は患者の不可避の死を引き延ばした

医師の行為が結果規定に含まれることを否定しないし、すでに罅の入ってい

る花瓶について、その罅割れを大きくする行為もまた器物損壊を惹起する、

と説明する（45）。少なくともわが国においてはあまり目にしないが、ドイツで

は上述の医師の行為のような、いわゆる結果の「良変更」であっても結果規

定に含む見解が見受けられる。その背景には、等価説及び事実連関として因

果関係を把握する立場がある。ミュラーの主張したように、因果関係を事実

連関として把握する見解は、因果性判断において仮定的事情が介入すること

に批判的である。それ故に、現実には結果発生に関与していない代替原因が

存在することを理由に現実の行為の因果性が否定されるのを防ぐため、結果

規定に現実の事情を取り込み、仮定的な結果との区別を図るのである。ただ

しこれらの見解は、大抵のところそのまま帰責を肯定するのではなく、広範
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な因果性を帰属論の段階で修正しようと試みる。上述のロクシンは、洪水の

際にある人物がバケツ一杯の水を川の流れに付け加えた、という洪水事例を

例に挙げ、バケツの水を流す行為について、「少なくとも洪水の惹起として

313条の構成要件には帰属されえない」とする。そして帰属が否定されるのは、

313 条の規定が防止しようとする危険が「きわめて少量の水を加えることに

よって増大されるものではない」ため、つまり行為者の行為は「洪水という

結果発生のリスクを上昇させなかった」ためだと主張した（46）。

　帰属論による因果性の修正に対し、プッペはこれを不正確かつ矛盾したも

のだと批判する（47）。彼女が指摘するとおり、具体的結果観からリスク上昇の

有無を問うとすれば、洪水事例においても具体的結果、つまり「バケツ一杯

の汚水を伴う洪水」のリスクが問題となるはずである。その場合、当該具体

的結果のリスクを０％から 100％に高めたのはまさに行為者であろう。ロク

シンが具体的結果についてのリスクを論じないのであれば、彼は因果論の段

階で「バケツ一杯の汚水を伴う洪水」と結果を具体的に規定し、その後の帰

属論においては結果を単に「洪水」と把握するというように、各段階で異な

る結果概念を想定していることになる。しかし二つの結果概念は、一体どこ

から、如何なる根拠で導かれるのか。更に具体的結果は、行為と結果、たと

えばバケツ 1杯の水を流す行為と洪水の具体的な水量との間の因果関係を肯

定するためだけに使用され、その後の帰属判断には現れない。しかも因果関

係が肯定された行為について帰属論の段階で帰属が否定されるのであれば、

わざわざ結果を具体的に把握する必要はあるのであろうか。

　加えて、構成要件上の重要性判断は、結果に対して等価（48）であるべき諸々

の事情の「個別化」を要する。たとえばロクシンは、具体的結果規定を批判

したプッペの結果規定について、彼女の主張は等価説を放棄し、規範的な帰

属判断を因果概念に持ち込む個別化説への帰還であると反論する（49）。しかし

ロクシン自身、「窃盗の被害者に、後日盗まれる品を売却した者は、行為者を

警官に任命した者がその後の職務犯罪に原因的でないのと同様、具体的な窃
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盗の結果にとって原因的でない（50）」という結論を批判する一方で、「法的に引

き起こされる器物損壊の結果にとって、行為客体の彩色は、決して重要とは

思われない」と述べている。ある人物に警官たる地位を授ける行為と、ある

器物に彩色を施す行為とを区別するものは一体何か。いわゆる個別化説、原

因説の結論の当否は置くとしても、通説的見解が等価説に立ちながら結果を

「重要な事情に限って」具体化するのは矛盾するといわざるを得ない。

（４）小括

　以上の議論から、具体的結果観であっても無制限な結果具体化には批判的

であることが判明した。しかし多くの論者は、具体化の基準を明確にしない

ままに当該結果規定を使用する。この点を疑問視したテーペルは、代替原因

を排除するに足る最小限の情報を結果規定に取り込むべきとし、そしてその

基準を、現実の結果と仮定的結果との間の認識可能な差異に求めた。対して

ヒルゲンドルフは、「結果を因果的に説明する際の、法適用者の関心」を結果

記述の基準とする。このような、いわば「構成要件的結果にとって重要な事

情か否か」を具体化の基準とする立場は、ミュラーをはじめとする具体的結

果観において一貫していると言ってよいであろう。先に検討した二説は、さ

らなる基準の明確化を図ったが、結局のところ両説共に具体的結果観に対す

る批判を免れるものではなかった。すなわち、具体的結果観が任意的かつ不

十分な結果記述を行う以上、従来から度々なされてきた、結論先取りの批判

は免れえないのである。

３．　結果の規定と帰責判断

（１）介在事情の法的重要性を基準とする説

　近時、行為と結果との結びつきを前提に論じられてきた「帰責」の問題、

すなわち価値や規範の判断を、結果規定そのものの段階に組み込もうとする

動きが見受けられる。我が国において、たとえば加藤（51）は、代替原因排除を
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目的とした結果の具体化を、結果規定以外の方法によっても可能であるとし

て否定する。しかし結果規定における原因の考慮まで否定するのではなく、

「何が原因であるかの関心のもとに」結果を規定する、というアプローチは基

本的に正当なものだという。では、「何を結果の規定にとって意味ある原因と

捉えるべきか（52）」。

　加藤の関心は行為後に別の事情が介在した事案の扱いにあり、それ故に、

結果規定の主要な目的は「規範的に見て『およそ結果帰属の対象となりえな

い』介在事情の捨象（53）」とされる。そうであれば、ある介在事情が結果規定

にとって意味ある原因とされるのは、「行為者の行為に加えて当該介在事情に

も因果関係を認め、最終的に行為者を未遂による処罰にとどめることの適否

を論じる実益がある（54）」、すなわち法的重要性が認められる場合である。そし

て法的重要性の判断には、社会がその事情をリスクとして認識するか、ある

いはそれが法適用者の関心を喚起するか、という規範的アプローチが妥当で

あるという。規範的に見て介在事情が帰属対象から外れるかどうかの決定に

際して、加藤はヒルゲンドルフによる「法適用者の関心（55）」という規範的基

準を主軸に、介在事情が①故意・過失に欠けるなど明らかに負責の対象とな

らない場合、②（既に十分に条件付けられていたがゆえに）法益侵害の可能

性を高めない場合には結果規定から排除されるべき、と主張する。

　更に加藤は、上述の基準に基づき、いわゆる大阪南港事件（56）について自己

の結果観を展開する。彼によれば、大阪南港事件の第二行為は、それ自体が

死の危険を惹起しかねない行為であり、「明らかに負責の対象とならない行

為」とは言えないため（上記①）、結果は差し当たって「大阪南港における、

○時△分の内因性高血圧性橋脳出血による死」と規定される。次に、当該第

二行為が法益侵害の可能性を高めたか否かが問題となるが、「第二行為は被害

者に『とどめを刺した』」わけではなく、また第一行為から結果発生に至るプ

ロセスが必ずしも明らかではないことから、被害者の死期については「ある

程度の幅をもって捉えざるをえない」。そして「第二行為によって早められた
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死期が想定される死期の『幅』の内にとどまる場合、問題の焦点は、死亡時

期が厳密に早められたかどうかではなく、死期が早められたことによって被

害者の救助機会に有意的な相違がもたらされるかどうかに移る（57）」。本件にお

いて、第二行為は被害者の救助機会に有意的な変更をもたらしたとは言えず、

「既に十分条件付けられた後に付け加わった要因」にすぎないため（②）、法

的重要性に欠ける介在事情として結果規定から排除される。介在行為が排除

された後、「規定されるべき結果は『大阪南港における、○時△分前後の、内

因性高血圧性橋脳出血による死』という程度にまで抽象化される（58）」。「○時

△分前後の死」という抽象化は、第一行為から想定される「幅」から導かれ、

このように結果に幅を持たせれば、第二行為がなくとも結果を因果的に説明

しうるのである。

　加藤によれば、現実の結果が第一行為から想定される結果の「幅」の内に

収まらない場合や、第二行為が「とどめを刺した」場合に第二行為が結果規

定に取り込まれる。この主張は、第一行為から想定される結果のカテゴリー

の変更を問う、抽象的結果観を想起させるであろう。彼の主眼は「被害者の

救助機会に対する有意的変更の有無」にあると思われるが（59）、この点を重視

しつつ結果発生に時間的な幅を認めれば、「死亡することが確定している人を

殺害する行為」は殺人に該当しない、という結論になりはしないか。恐らく

彼は、発生した結果が第一行為から想定される（時間的な）幅の内にあっても、

実際の死因を設定したのが第二行為であれば、第二行為に因果関係を肯定す

るであろう。しかしこれでは死因の同一性によって結果カテゴリーを設定す

ることにもなり、彼自身が否定したいわゆる死因説と異ならない（60）。

　更に、ここで議論された「○時△分前後」とは、介在事情なしに第一行為

のみで発生したと仮定的に判断されうる幅であり、この仮定的判断は、第一

行為と現実の結果の結びつきを前提としている。つまり、ここでは既に「第

一行為なければ『大阪南港における○時△分の、内因性高血圧性橋脳出血に

よる死』という結果なし」という結論は確定しているのである。結果規定に
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おいて既に規範的考察が入り込むことは加藤本人が認めるところであるが、

「因果的説明」の対象である結果を規定する際に、因果関係、少なくとも条件

関係それ自体を前提とするのは、やはり結論先取りの批判を免れえない。

　なお、行為者の行為と介在事情のどちらに責任を問うべきか、という問い

に「法適用者の関心」から回答しようとすれば、「法適用者の関心」の所在に

曖昧さが残る場合、その時々の判断次第で結論に大きな差が生まれてしまう。

たとえば加藤は、暴行を受けた被害者が脳死状態に陥った後、医師の人工呼

吸器取り外しにより心臓死に至ったという事案（61）で、「『法適用者の関心』か

らは人工呼吸器を取り外した医師に死の結果を負責することはおよそ考えら

れない（62）」とする。しかし安楽死や尊厳死に対して厳格な立場をとる我が国

において、「法適用者の関心」から「医師に死の結果を負責することはおよそ

考えられない」と判断しうるであろうか。むしろ、たとえば行為者の暴行に

よって瀕死の重傷を負った被害者に外科手術を施したところ、手術の困難さ

のゆえに被害者の死期が早まった場合、被害者の死の「条件」として行為者

による暴行と医師の外科手術の双方を挙げることも可能なのではないか。手

術は危険な行為ではあるが、それが医療行為としての正当化要件を備えてい

れば違法性は阻却されうる。ある行為が「医療行為である」ことを理由に結

果規定自体から排除すべき、とは必ずしも言えないのではなかろうか。

（２）死因を基準とする説

　加藤は、いわゆる大阪南港事件の第二行為について、当該行為による生命

短縮が被害者の救助機会に有意的な変更をもたらさず、「法的重要性」に欠け

るが故に、これを結果記述から排除した。従来の具体的結果規定が、生命は

その一刻一刻が価値を持つと考え、死亡結果の発生時刻を重視してきたこと

からすれば（63）、このような「死亡時刻の軽視」は驚くべき結論かも知れない。

しかしわが国において、同様の見解はいくつか見受けられる。

　たとえば高山（64）は、「傷害を与えて、後遺症が残った。数年後に被害者は
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病死したが、この後遺症がなければ、被害者はもっと元気に生活でき、もう

少しは長生きできたであろう」という例を挙げる。そして「初めの傷害を加

えた者」が、被害者の死期を早めたという理由で「死そのものに対する責任

を負う」という結論は不当だとの立場から、「死期を早めることは一般に殺害

または致死となる」という前提それ自体を否定する。彼女は、「死因を結果そ

のものの属性と考え」、「死因の形成と関係なく被害者の健康状態を悪化させ

ること」は単なる傷害結果として、死の結果から区別するのである（65）。彼女

の見解に立てば、大阪南港事件では、「内因性高血圧性橋脳出血」という死因

を形成した第一行為と死亡結果との間に因果関係は認められるが、死因形成

に関与しなかった第二行為は、せいぜい傷害罪、あるいは殺人未遂に留まる

ことになる（66）。

　この見解は、結果記述に際して「死因」という情報を取り込み、「死因の同

一性の範囲内で結果を抽象化する」。上述のように、具体的結果観に立つ多く

の論者は、結果発生の時刻はもとよりその発生場所、態様といった事情も同

時に考慮するが、高山の見解は、とりわけ結果発生の態様に比重を置くもの

といえよう。このような「死因説」に対しては既に、抽象化の基準を死因の

同一性に求めることの根拠が不明である等の批判がなされているが（67）、高山

は、「死因は結果の属性として、『何が起きたのか』を明らかにし、犯罪事実

を特定するために必ず考慮しなければならない要素の一つ」であり、また死

因の考慮が実務上も有益で、かつ法医学の観点とも合致することを理由に、

「事実的な死因を重視すべき」と反論している（68）。

　種々考えうる「構成要件的結果にとって重要な事情」の中から、高山が死

因を基準に選出した背景には、「一つの結果に対して原因は一つ」とする「単

一原因原則（69）」があると思われる。大阪南港事件において、被害者の死亡時

刻を結果に考慮すれば、結果発生に対する第二行為の重要度は当然に高くな

る。しかし死因を形成したのは第一行為であって、本件において結果と第一

行為の因果性を否定するという結論は妥当性に欠けるであろう。ここで、第
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一・第二行為双方に因果性を肯定するか、あるいは被害者の死亡時刻を度外

視して第一行為にのみ因果性を肯定する、という二つの方向性が考えられる。

高山は後者を選択するが、彼女はその理由を、刑法第 60 条の反対解釈から導

かれる「『共同して実行』していない場合は正犯は一人だけ」という複数原因

の否定に求めている（70）。

　しかし判例は、必ずしも複数原因を否定しないように思われる。確かに、

大阪南港事件の第二審は、第二行為について死因を形成しないことを理由に

結果との間の因果関係を否定した。しかし当該事件の判例解説は、第二審の

記述について「第二行為のみが死の結果との間に因果関係を有するとする所

論に答えたもの」であり、「本件の第二暴行と被害者の死亡との因果関係がな

いという判断については、なお検討の余地がある」と言及する（71）。実際、下

級審判例の中には、「被害者の死」という一つの結果について、共犯関係にな

い複数の被告人の競合を肯定したものもあるし（72）、過失不作為犯においては

一つの結果に対する複数原因を肯定する傾向にある（73）。高山は「過失犯につ

いては別の議論もある」としているが（74）、故意犯と過失犯、作為犯と不作為

犯のいずれにせよ刑法上の結果を誰に帰属するかという問題は共通してい

る。単一原因原則では、判例の状況を説明しえないのではなかろうか。

　死因説には更に問題がある。「人の死」という結果が問題となる場合、死因

の究明が結果の因果的説明にとって重要であることに間違いはない。しかし

それは、人の死という刑法上の結果に対する原因を追及するための要素の一

つにすぎない。たとえば夜間潜水事件（75）で、裁判所の認定した被害者の死因

は「溺死」である。しかし医学的・生理学的には、「被害者が溺死したこと」

を説明できても、そこから「なぜ被害者が溺れたのか」、更には「被告人の不

注意」といった事情へと遡る手だてがない。被告人と受講生である被害者ら

がはぐれた点について被告人の過失が認められるとしても、助手の不注意や

被害者自身のパニックも、その死亡結果には大きく関与したであろう。これ

らの複数の要因から、「医学的・生理学的法則関係」にのみ基づいて「被害者
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の不注意」を選出しうるであろうか。死因を特定したからといって、それだ

けでは必ずしも「『死因』が行為者の行為によって惹き起こされた」という結

論が導かれるとは限らない。また、「ＡＢ二人による投毒の事例」において、

高山はこれを「重畳的因果関係の事例」と位置づけ、その理由を「Ｂは投毒

によってＡの毒の一部を駆逐したのであり、これはＡの毒を一部取り除いて

自分の毒を加えることで致死量を完成させたのと同じ（76）」と説明する。しか

しＡＢ二人の投毒に時間差があれば、先行行為者Ａは既に「死因を形成」し

たのであるから、後行行為者Ｂはそもそも条件関係判断の対象から外される

のではなかろうか。同一の死因形成に複数人が関与する場合、「死因」という

基準だけで行為者を特定することは困難である。

（３）小括

　以上の見解は、結果規定それ自体に「帰責」の観念を持ち込むものである。

日独共に具体的結果観が通説とされているものの、具体化的等価説を採るド

イツで結果規定と帰属判断を明確に区別すべきと主張されるのに比して、わ

が国では結果の具体化がさほど厳密には意識されていないようである（77）。た

とえば、「人の死」という結果に対する「生命延長」の扱いを見れば、双方の

立場が完全には一致しないことが判明するであろう。ドイツでは生命短縮に

限らず、その延長もまた「具体的結果に影響を与えた条件」と見なされ、当

該行為は帰属判断に持ち込まれる。一方わが国では、斯様な条件はそもそも

因果判断の俎上にすら上らないが、しかし生命延長のような事情が因果判断

から排除される根拠は、必ずしも明示されていない。本項で検討した、法的

重要性や死因を重要視する見解は、曖昧なまま放置されたわが国の結果規定

について、指針を示そうと試みたものであると言えよう。しかし死因のみを

重視する根拠は明らかでなく、また加藤の見解は、刑法上の結果、すなわち

法益侵害の有無それ自体を、介在行為者の故意・過失といった主観的面に依

存させることになる。確かに、刑法理論において主観的事情の考慮は必須で
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あるが、そのことと刑法上の結果の有無は異なる問題なのではないか。結果

発生の原因を追究することと（78）、結果規定にとって有意味な原因を追究する

ことは、決して同義ではないように思われる。（未完）

　松生建教授には、広島大学大学院在学中に、長らく御指導を賜った。この間、

学術的指導はもとより、研究に対する真摯な御姿勢を御教示いただいた。筆

者が研究者として独り立ちするまでの道のりは、松生建教授に導かれたと

言って過言ではない。この場をお借りして、心より御礼申しあげます。

（１） 　詳細については、拙稿「事実連関としての条件関係（一）（二・完）」広島法学第 30
巻第３号（2007）129 頁以下、４号（2007）51 頁以下参照。なお、本稿において扱う「結
果」とは、行為と時間的・場所的に区別される形式的結果を指す。

（２） 　「あれなければこれなし」とする conditio-sine-qua-non公式を使用して条件関係の有
無を判断する見解である。本稿ではコンディティオ公式と記述する。

（３） 　抽象的結果と具体的結果に関して、Erich Samson, Hypothetische Kausalverläufe im 

Strafrecht Zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Beihilfe, 1972., 山中敬一「幇助の因果関係」
關西大學法學論集第 25 巻第４・５・６合併号（1976）109 頁以下、山本光英「条件関
係判断における結果の具体化―択一的競合をめぐって―」中央大学大学院研究年報 13
号Ⅰ‐2（1984）103 頁以下も参照。

（４） 　Samson, a.a.O.(Anm.3)S.26., vgl. Ludwig Traeger, Das Kausalbegriff im Straf- und 

Zivilrecht. 2, 1929, S. 41.
（５） 　Samson, a.a.O. (Anm.3) S.27.
（６） 　抽象的結果観の問題点について、紙面の都合上、詳細は他稿に譲る。
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